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国有財産の概要
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国有財産

有体物 財産権

不動産 動産の一部 用益物権 知的財産権 有価証券等

・土地

・建物、立木竹など

・船舶、航空機など

・土地、建物等の従物

・地上権、地役権など ・特許権、著作権など ・株式、社債、出資によ
る権利など

※ 国有財産法上の国有財産（狭義の国有財産）。ここには、現金・預金、物品、債権などは含まれません。

○ 国は、不動産（土地、建物など）、動産（現金、自動車、船舶など）、用益物権（地上権など）、債権（貸付金など）、
知的財産権など、多種多様な財産を所有しており、広い意味で「国有財産」という場合には、国が所有する財産の
全てを指します（広義の国有財産）。

○ しかし、国有財産行政において対象とされている財産は、国有財産法上の国有財産（狭義の国有財産）、すなわ
ち、不動産、一部の動産、有価証券などを指します。

○ なお、国有財産法の対象とされていない国有財産の例としては、現金（会計法において規定）、債権（国の債権の
管理等に関する法律において規定）、物品（物品管理法において規定）などがあり、別の法体系の下におかれてい
ます。

※

国有財産の範囲
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国有財産の分類

行政財産 普通財産

公用財産 公共用財産 皇室用財産 森林経営用財産

行政財産以外の財産（庁舎などの跡地、
物納された土地、地方公共団体等への
貸付財産、独立行政法人等への出資財
産など）

庁舎、宿舎、

刑務所など

国道、河川、港湾、

公園など

皇居、御所、

御用邸など

国有林野事業の

ための国有林野

○国有財産の管理及び処分を規定する国有財産法においては、国有財産を「行政財産」と「普通財
産」に分類しています。

○「行政財産」には、庁舎などの「公用財産」や、道路・河川・公園などの「公共用財産」などがあり、各
省各庁の長が管理することとされています。

○「普通財産」には、庁舎などの跡地、物納された土地、地方公共団体等への貸付財産、独立行政法
人等への出資財産などが含まれます。

各省各庁が予算計上し財産を管理

※国有財産法（昭和23年法律第73号）（抄）
第５条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

国有財産
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国会議事堂 《衆議院・参議院事務局所管：公用財産》

昭和記念公園 《国土交通省所管：公共用財産》

釧路湿原 《環境省所管：公共用財産》

東京国際空港 《国土交通省所管：公用財産》

様々な国有財産①
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正倉院 《宮内庁所管：皇室用財産》

政府専用機《防衛省所管：公用財産（航空機）》

大阪城公園 《財務省所管：普通財産（大阪市へ無償貸付）》

カスタム君《財務省所管：公用財産（商標権）》

様々な国有財産②

(写真：官邸HPより） (税関HPより）

(写真提供：大阪市）

５



・各省各庁の長が管理
・国家公務員宿舎のうち合同宿舎・・・財務大臣
・重要文化財、重要有形民俗文化財等

・・・文部科学大臣
・空港・・・国土交通大臣
・統一的に管理する必要のある財産

・・・財務大臣が指定する各省各庁の長

・河川、道路、港湾等・・・国土交通大臣
・土地改良財産、漁港施設

・・・農林水産大臣
・国営公園・・・国土交通大臣
・国民公園・・・環境大臣

・皇居、御所等
・・・内閣総理大臣（宮内庁）

公用財産 公共用財産 皇室用財産

・国有林野
・・・農林水産大臣（林野庁）

森林経営用財産

行政財産は、各省各庁の長が管理（国有財産法第５条・５条の２）

○○省 △△省 □□省 一つの庁舎を二以上の各省各庁が
使用する場合で統一的に管理する
必要があるもの

⇒財務大臣が管理者を指定

○○省

△△省が使用

○○省が使用

財務大臣が指定

○ 国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び貸付け等の運用を行うことをいい、「処分」とは、
売払い、交換、譲与、信託等を行うことをいいます。こうした管理処分については、行政財産と普通財産とでは
取扱いが異なっています。

◆行政財産の管理機関

国有財産法第５条は、「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」と規定し、行政財産の管理機関を
定めています。なお、ここでいう「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計
検査院長を指します。

国有財産の管理処分（１）
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◆普通財産の管理処分機関
国有財産法第６条は、「普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。」とし、普通財産の管理処分機関を「財務大

臣」と規定しています。
行政財産は「管理」のみで「処分」が行えないのに対し、普通財産は「管理」のほか「処分」を行うことができます（国有財産法第18条、20

条）。
また、普通財産は財務大臣が管理及び処分することから、原則として、各省各庁の長が行政財産の用途を廃止することによって普通財

産となったもの等については、財務大臣に引き継がなければなりません（国有財産法第８条）。

普通財産は、原則財務大臣が管理及び処分
（国有財産法第６条）

財務省

◆事務の委任

各省各庁の長は、所管する国有財産に関する事務
の一部を下部組織の長、又は地方公共団体に行わせ
ることができます。

また、財務省は、国有財産の総合調整に関する事務
の一部を全国の財務局等に行わせています（国有財
産法第９条）。

国有財産の引継ぎ（国有財産法第８条）

□□省 財務省

行政財産としての用途を廃止

□□省■■事務所

財務大臣が普通財産として管理

財務大臣へ
引継ぎ

事務の委任 事務の委任
△△省
○○局

□□県庁 〇〇財務局 ××財務局

各省各庁 財務省

国有財産の管理処分（２）
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○ 令和３（2021）年度末の国有地の面積は876.7万haであり、国土の約４分の１を占めています。
○ その大部分（約97％）は森林経営用財産（国有林）で、国有林野事業に用いられています。この森林経営用財産

（国有林）は、国土の保全や自然環境の保護という観点から重要な役割を担っており、屋久島、小笠原諸島、白神
山地のように世界遺産に登録されているものもあります。

○ 森林経営用財産以外の国有地は約23万haとなっています。

【国有地の内訳（面積）】【国土に占める国有地の面積の割合】

（令和元（2019）年の数値）

（注1） 公共用財産のうち、国有財産台帳以外の台帳（道路台帳、河川現況台帳等）で管理
されている財産（道路、河川等）は、含まれておりません。

（注2） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

876.7万ha 
(23.1%)

国有地

公有地
（地方公共団体所有）

319.2万ha (8.4%)

1,979.0万ha (52.3%)

私有地

3,779.5万ha

国土総面積

道路・河川等

604.6万ha 
(15.9%)

総面積

森林経営用財産
853.0万ha (97.2%)

866.6万ha
(98.8%)

行政財産

公用財産 12.0万ha (1.36%)
公共用財産 1.3万ha (0.15%)
皇室用財産 0.1万ha (0.02%) 10.1万ha 

(1.1%)

普通財産

（令和３（2021）年度末現在）

876.7万ha

（注1） 国土交通省提供資料により作成しており、右記グラフとは時点が異なり
ます。（国有地については令和元年度末時点）

（注2） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

国有地の面積
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（注） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。
（注） 公共用財産については、道路・河川等（令和３年度末 国の財務書類上で156兆円）を除く。

行政財産

種類 内訳
価格

（兆円）

防衛施設 4.2
空港施設
（東京国際空港等）

1.0

国会施設 1.1

矯正施設（刑務所等） 0.4

裁判所施設 0.4

その他 5.0
小計 12.2

公共用
新宿御苑、国営昭和記
念公園等 0.6

皇室用 皇居等 0.6
森林

経営用
国有林野事業 1.0

計① 14.6

普通財産

内訳
価格

（兆円）

在日米軍施設としての提
供財産

（横田飛行場、横須賀海軍
施設、岩国飛行場等）

2.0

地方公共団体等への貸付
財産（代々木公園、大阪城
公園等）

2.0

未利用国有地 0.4

その他
（山林原野等）

0.4

計② 5.1

総計（①＋②） 19.8

【国有財産（土地・建物等）の内訳】 【土地の内訳】

国有財産の現在額（令和３（２０２１）年度末現在）

公用普通財産
6.2兆円

行政財産
26.0兆円

合計

32.3兆円

在日米軍施設として
の提供財産

森林経営用財産

皇室用財産

公共用財産

その他
未利用国有地

地方公共団体等
への貸付財産

4.6兆円

0.7兆円

0.8兆円

0.5兆円
0.4兆円

2.0兆円

2.8兆円

公用財産
19.9兆円

不動産信託受益権
0.2兆円

９



行政財産の所管省庁別内訳

行政財産
26.0兆円

防衛省
（自衛隊基地等）

8.0兆円

農林水産省
（国有林野等）

4.9兆円

国土交通省
（空港施設等）

3.2兆円

財務省
（庁舎等）
1.8兆円

内閣府
（皇室用財産・
警察用施設等）

1.8兆円

法務省
（矯正施設等）

1.4兆円

国会（衆・参）
1.2兆円

経済産業省
（石油備蓄施設等）

0.6兆円

最高裁判所
0.6兆円

環境省
（公園等）
0.5兆円

その他
1.5兆円

（令和３（2021）年度末現在）
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未利用国有地のストックの推移

699 686 673

1,848
2,353 2,055

1,569 1,510 1,334 1,484 1,669
2,473 2,496 2,361

3,231 3,265

1,486 1,323 1,422 1,300 1,057 1,132 1,129

14,354

11,370

11,611
8,816

5,058

2,681

1,272 1,104 1,320
1,521 1,171

929 997 1,182

878 755

1,364
1,143 610 649

568 385 290

3,055 

2,426 2,054

1,912

1,745

1,587

1,192
1,007 999

1,032 948

1,288 1,307 1,324

1,347 1,593

1,707
1,767

1,593 1,339 1,740 2,316

3,421

18,108

14,484 14,338

12,578

9,157

6,324

4,034
3,622 3,655 4,038 3,789

4,690 4,800 4,868

5,457
5,613

4,558 4,234

3,626
3,288 3,366

3,834

4,841

14,901 
15,642

15,859
15,157

10,996

7,668

5,707

4,830
4,403

4,105
3,816

3,540
3,628 3,402

3,186 3,284

3,873
3,463

3,125
2,964 2,922

2,869

2,732

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（件）台帳価格（億円）

国・地方公共団体等での利用が検討・予定されている財産

一般競争入札により処分する予定の財産

土地区画整理事業等の施行区域内に所在、境界確定等

が必要といった特殊事情を有する財産

年度末ストック件数

うち留保財産694億円
上記を除く国・地公体等での利用が検討等されている財産 2,726億円

（注）単位未満切り捨て。
（注）未利⽤国有地の⼤宗を占める、財務局等が管理する未利⽤国有地（⼀般会計）のストックについて推移を⽰したもの。

(2000) (2010)                                                                                       (2020)
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未利用国有地のストックの内訳

件数 金額（億円）

253 3,421

国が所有権を留保し、地方公共団体等の意見も踏まえ定期借地権による
貸付けを行う財産（留保財産） 75 694

国の庁舎等での利用を検討・予定している財産 38 756

地方公共団体等へ売却を検討・予定している財産 65 358

地方公共団体等へ貸付け等を検討・予定している財産 75 1,612

1,293 290

入札未実施の財産 434 164

売残り財産 859 125

1,186 1,129

2,732 4,841

（注）「金額」欄は単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合がある。

合　計

内訳

国・地方公共団体等での利用が検討・予定されている財産

一般競争入札により処分する予定の財産

土地区画整理事業等の施行区域内に所在、境界確定等が必要と
いった特殊事情を有する財産

（令和３（2021）年度末時点）
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○ 国有地の売却等については、公用・公共用の利用を優先する考え方を基本としつつ、迅速かつ透明・公平に行
うため、原則となる統一的なルールを定めています。

○ 具体的には、各省各庁に対し、国利用要望の確認を行い、利用要望のない財産については、留保財産の選定基
準等に基づき、留保財産（※１）に選定するかどうかを判断し、選定された財産については、地域・社会のニー
ズを踏まえ、定期借地権による貸付けによって活用を図ることとなります。

○ 留保財産以外の財産については、地方公共団体等からの取得等要望の受付を行い、受付期間中に取得等要望が
ない場合には一般競争入札により売却することとし、取得等要望があった場合には、地方公共団体等に対して、
可能な限り早期の契約締結を求めています。

○ また、国有地の売却等がなされるまでの間は、維持管理費用の削減や土地の有効活用を図るため、一時的な貸付
けを行うなど暫定的な活用を進めています。

取
得
等
要
望
が

あ
っ
た
場
合

取
得
等
要
望
が

な
か
っ
た
場
合

売却等
相手方
の決定

契約締結
期限

（契約締結期限を経過した場合）

一般競争入札
の準備・実施

暫定的な活用の促進（一時貸付け等）

見積り
合せ

（※２）

※２ 見積り合せとは、売却等相手方の契約希望価格を書面により確認し、当該価格が国の予定価格の制限の範囲内であるか否かを確認する手続きをいう。
なお、見積り合せの実施回数は累計で５回を限度とし、５回の見積り合せによっても国の予定価格の制限に達しない場合には、直ちに見積り合せを打ち切ることとなる。

（見積り合せを打ち切った場合）
利
用
要
望
の
な
い
財
産

留保
財産

留保財産
以外の財産

地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の

取
得
等
要
望
の
受
付

財務局等
による審査

（利用方針策定後、
定期借地による活用）

各
省
各
庁
か
ら
の

利
用
要
望
の
受
付

※１ 留保財産とは、地域にとって有用性が高く希少な国有地について、将来世代におけるニーズへの対応のため、国が所有権を留保しつつ、定期借地権による
貸付けによって、有効活用・最適利用を図ることとした財産をいう。

国有地の売却等手続き

13

普通財産



4,650

（注）財務省資料より作成。

（注）貸付収入とは、各省各庁主管の「(款)国有財産利用収入－(項)国有財産貸付収入」のうち、
「(目)土地及水面貸付料」「(目)建物及物件貸付料」「(目)機械貸付料」「(目)港湾施設貸付料」の合計。

（注）単位未満四捨五入。

（注）R5予算の4,164億円は「大手町プレイス」の政府保有分の売却収入。

国有財産売払収入・貸付収入の推移（一般会計）

（億円）

1,359 1,361 
1,263 

1,704 

934 

603 
667 

526 546 
421 486

4,164 

254 239 244 248 294 338 295 291 294 

295 307 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
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R2(2020)

決算
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決算
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予算
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国有財産売払収入・貸付収入推移（一般会計）
売払収入 貸付収入

4,650

（億円）
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国有財産の更なる活用について
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○ 有用性が高く希少な国有地は、留保財産として国が所有権を留保し、地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地権による貸付けで活用

を図っています。

○ 将来においてより多くの行政需要が生じる可能性があるか等との観点から、基本的には、首都圏・近畿圏をはじめとした各地方の経

済・行政の中心となる地域に所在する一定規模（1,000～2,000㎡）以上の国有地を目安としつつ、それら以外の地域も含め、それぞれ

の地域や個々の土地の実情等の個別的な要因も考慮して、総合的に判断し留保財産を決定します。

○ 留保財産の決定は、国民共有の財産の取扱いに係る重要なものであることから、留保すべきか否かの判断は、地域の実情に通じて

いる国有財産地方審議会で審議の上、個々の財産ごとに決定します。なお令和４（2022）年度末時点で計61の財産を留保財産として

選定しております。

地域別の目安

・ 人口増加や再開発エリア、コンパクトシティ実現のための立地

適正化計画における都市機能誘導区域内に位置するなど、今後、

地域・社会のニーズが見込まれる土地

・ 2,000㎡未満の土地であるが、公共交通機関のターミナル駅至近

など立地条件が非常に優れ、基準容積率が高く、高度利用が可能

など、希少性や有用性が高い土地

地域や規模の留保基準を満たさないものの、個別的な要因から
留保財産とする例

・ 土地の形状が路地状である、あるいは道路幅員や接道の長さが大

規模建築物等の建築に係る条例を満たしていないなど、開発制限

が大きく、かつ、当該制限を緩和する可能性も見込まれない土地

・ 地域における活用が特に考えられず、万が一、将来に取得の必要

性が生じても、代替地の取得に特に支障がないと考えられる土地

地域や規模の留保基準を満たすものの、個別的な要因から
留保財産としない例

留保財産の選定について
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利用方針の検討

民間のニーズ
調査

地方公共団体
との議論

※必要に応じて
協議会を設置

定
期
借
地
権
に
よ
る
貸
付
け
を
前
提
と
し
た

最
適
利
用
を
図
る
た
め
の
利
用
方
針
を
決
定

十分な期間

留保財産の利用方針の策定

※可能な限り、
地域住民等の
意見を把握

○ 留保財産については、地方公共団体と議論を行うとともに、民間のニーズ調査を実施するなど、期間を十分に

とって、地域のニーズを広く掘り起こしながら、定期借地権による貸付を前提とした最適利用を図るための利用方

針を策定します。令和４（2022）年度末時点で26件の利用方針を策定しています。

（地公体や社
福等からの）

公的な
利用要望
の受付

財務局等
による審査

定借
相手方
の決定

随意契約
締結

見積り
合せ

要望なし

要望あり

開
発
条
件
の
設
定

審
査
委
員
会
の
設
置

企
画
提
案
書

受
付

審
査
通
過
者
の
決
定

価
格
競
争
入
札

落
札
者
の
決
定

企
画
提
案
書

審
査

第２段階第１段階

入
札
公
告

二段階一般競争入札

【貸付期間】
①公的施設・複合施設（公的＋民間）の場合 ⇒ 事業用定借（10～30年）と一般定借（50年以上）のどちらも可能
②民間施設の場合 ⇒ 事業用定借（10～30年）が原則。ただし、地方公共団体の同意など一定の要件を満たす場合には一般定借（50年以上）も可能

公
的
施
設

の
整
備

地
域
に
お
け
る

利
活
用
の

意
見
な
し

複
合
施
設

（
公
的
＋
民
間

）

の
整
備

民
間
施
設

の
整
備

各利用方針
の内容
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○ 平成29（2017）年5月に目黒区からの活用要望を受け、具体的活用策を検討しました。

○ その後、導入すべき施設を示した利用方針を作成し、令和３（2021）年３月に国有財産関東地方審議会で決定しました。

○ 当該利用方針において、敷地を南北に分割し、南側敷地（約3,000㎡）には公共随意契約により特別養護

老人ホームを、北側敷地（約7,000㎡）には二段階一般競争入札により選定された事業者が導入すべき施設等

を整備する方針です。

※ いずれの図面も提案時の図面であり、今後の協議等により変更になる
ことがあります。

駒場住宅跡地
（10,071.61㎡）

<事業者作成パース図（北側敷地）>

<事業者作成鳥瞰図（北側敷地）>

(CC‐BY‐SA (c) OpenStreetMap Contributors)

東京大学

駒場野
公園

事業者の計画概要

北側敷地 約7,000㎡

令和４(2022)年６月17日契約締結

（貸付期間：５４年間）

導入
すべき
施設

○スーパーマーケット

○歩行空間・広場

○防災備蓄倉庫

○コミュニティ拠点

導入が
望まし
い施設

○地域交流施設

○居住環境向上施設

事業者
提案施

設

○学生寮

○老人ホーム

○学童クラブ

南側敷地 約3,000㎡

令和５(2023)年度契約締結予定

特別養護老人ホーム

(定員90名以上)

駒場
東大前駅

駒場通り

留保財産の活用事例（駒場住宅跡地）
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（件）

（年度末）

貸付件数の推移

保育関係

介護関係

その他

＜定期借地貸付を活用した事例＞

○ 平成22（2010）年、保育・介護の人々の安心につながる分野での未利用国有地の積極的活用を図るため、定期借地

制度を利用した貸付制度を導入しました。制度導入以降、保育・介護を含む複合施設などの対象拡大の取組みを行っ

ています。

○ 令和３（2021）年度では、定期借地権を利用した貸付件数は約150件、契約金額は約40億円/年となっています。

定期借地権を利用した貸付制度

横浜市内の特別養護老人ホーム（令和３（2021）年度開設）

目黒区内の保育所（令和３（2021）年度開設）

（注）物納等で、国が定期借地契約の貸主の地位を継承したものを除く。

（2020）（2015）（2010）
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○ 昭和史の舞台にもなった旧九段会館の歴史的価値を承継しながら、国有地の高度利用と
都市機能の増進を図るため、定期借地によって民間事業者の企画力・知見を活用した事例です。

○ 二段階一般競争入札を実施し、都市計画等の有識者によって取りまとめられた旧九段会館の
保存・活用方針を具体的な土地利用に反映させながら、地域経済の活性化等の効果を実現して
います。

〈 定期借地契約の概要 〉

貸付面積 8,765.85㎡ （約2,65１.66坪）

貸付期間 70年間 （平成30年３月～令和70年２月）

貸付料
（契約時）

約67億円 （貸付料３年分）

昭和 ９（1934）年 軍人会館として建築

昭和11（1936）年 二・二六事件にて、
戒厳司令部が置かれる

定期借地による

“⺠間ノウハウ活⽤”

平成30（2018）年 民間事業者と定期借地契約締結

令和 ４（2022）年 九段会館テラス竣工

〈 九段会館テラスの概要 〉

設置施設 オフィス、カンファレンス、商業施設 等

建物規模 地下3階 地上17階

延床面積 68,036.35㎡ （約20,580.99坪）

⾼度利⽤

保存

20
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引き取り手のない不動産の
発生の抑制に向けた対応について
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【 現 状 】

○ 適切に管理されていない財産が増加するおそれがあるため、
財産の引受け前に実態把握等の対応が必要。

【通達制定による効果】

○ 事務の統一化及び明確化

⇒ 引受け手続が分かりにくい、建物に残置された動産

の帰属先が不明確といった問題を解消

○ 国庫帰属財産の実態把握

⇒ 手続の早期段階から家庭裁判所及び相続財産清算人

と連携し、将来的に国庫帰属が見込まれる財産の実態

把握を可能に

○ 国庫帰属手続きの円滑化

⇒ 宅地建物取引業協会等の専門機関と連携し、引受け

前の境界確定などの対応のスムーズ化

○ 管理コストの低減

⇒ 財産の管理費用は国民負担となることから、相続

財産清算人に動産の撤去や境界確定などを依頼

○ 国庫帰属財産は趨勢的に増加

○ 相続人が不存在の場合、清算手続後の残余財産は国庫に帰属することとなっており、土地・建物

等の国庫帰属財産は趨勢的に増加しています。

○ 今後、国庫帰属の増加が懸念される中、通達を制定し、事務の統一化や国庫帰属財産の実態把握

等に努めています。

【財政制度等審議会 国有財産分科会答申（R１（2019）.６.14）（抜粋）】
（２）引き取り手のない不動産の発生の抑制に向けた対応

② 相続人不存在の場合における清算後の残余財産の国庫帰属
（略）今後、高齢化が進む中で相続放棄などにより相続人不存在となるケースが増えることも懸念される中、国有財産の管理は国民負担により行わ

れているものであることを踏まえれば、これまで以上に国庫帰属の状況を把握することも重要である。
このため、国庫帰属にあたり、多額の管理費用を要する事案が生じた場合などにおいて、必要に応じ、相続財産管理人等に、事案の経緯などに

ついて十分な説明を求めるなど、財産の引受け手として、積極的に国庫帰属に係る実態把握に努めるべきである。

相続人不存在による国庫帰属について
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相続土地国庫帰属制度について

○ 所有者不明土地の発生を予防するための仕組みの一つとして、相続等により取得した土地所有権を国に
帰属させる制度が創設されました。（相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律）

○ 本制度により国庫に帰属する土地のうち、農用地又は森林以外の土地は、財務省（財務局）が管理・処分を
行います。（施行日は、令和５（2023）年４月27日）

法務省資料
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取得原因が相続等の場合に限り

土地所有者はいつでも申請可能 負担金納付
土
地
所
有
者

申
請

要
件
審
査

承
認

【
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法

第
１
１
条
第
１
項
】

相
続
土
地
国
庫

帰
属
制
度

※

相
続
発
生
時
に
限
ら
な
い

左記手続を経た残余財産

【
民
法
第
９
５
９
条
】

相
続
人
不
存
在

に
よ
る
国
庫
帰
属

※

相
続
発
生
時 相続発生、相続人なし

相続放棄相
続
人

相
続
人
捜
索
公
告

相
続
債
務
弁
済
等

相続発生

土
地
所
有
者

国
庫
帰
属

相
続
財
産
清
算
人
選
任
申
立

（
利
害
関
係
人
等
）

（参考）
民法（明治29年法律第89号）（抜粋）
第959条 前条（*）の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
* 相続人捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合に、相当と認めるときは、家庭裁判所は特別縁故者の請求によって、これらの者

に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

相続土地国庫帰属法（令和３年法律第25号）（抜粋）
第11条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第５条第１項（**）の承認に係る土地の所有権は、

国庫に帰属する。
** 法務大臣は、承認申請に係る土地が不承認要件に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 24
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庁舎の取得・使用調整について
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庁舎３ヵ年整備予定の調整

庁舎等の公用財産に対する
監査

国有財産の効率的
整備・有効活用

取得等協議
（取得等調整計画・使用

調整計画を含む）
意見書制度

耐震性等の官庁
施設の実態把握

積極的な協力・連携

反映

○財務省は、各省各庁の庁舎整備にあたり、庁舎整備を実施する国土交通省との連携の下、効率

的な取得、使用に向けて、各省各庁と調整、協議を行っています。

財 務 省
理 財 局
（財務局）

国 土 交 通 省
官 庁 営 繕 部

（地方整備局）

庁舎の取得・有効活用に関する財務省の役割

業務の円滑な遂行

各 省 各 庁
（地方部局）

庁舎の取得・使用調整に関する関係省庁間の連携

官庁施設の効率的
かつ適正な整備、
保全指導等

26
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入居予定官署 調整床面積 方法 時期 備考

公正取引委員会 約 10,000㎡

移転 令和７（2025）

年度以降

【移転による中央省庁の狭あい解消】

公正取引委員会と人事院が虎ノ門再開発建物へ移転することに伴って生

じる空きスペースを活用して中央省庁の狭あい解消を図るもの。

【借受解消】

民間倉庫の借受解消により借受料年額約３百万円が縮減されるもの。

人事院 約 8,300㎡

個人情報保護委員会 約 2,200㎡ 【借受解消】

民間ビルの借受解消により借受料年額約５億円が縮減されるもの。
食品安全委員会 約 1,700㎡

共用会議室 約 1,000㎡ 新設 【会議室の確保】

合 計 約 23,200㎡

○ 中央官衙地区及びその周辺など庁舎が不足している地域においては、再開発により国が取得する権利床を庁舎として活用す
ることとしています。

○ 虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業により国が取得する権利床について、中央省庁の狭あい解消及び民間借受の解消
を図るため、庁舎として活用することとし、公正取引委員会（中央合同庁舎６号館）、人事院（中央合同庁舎５号館別館）、個
人情報保護委員会（民間借受）、食品安全委員会（民間借受）が入居する予定です。

業務棟

病院棟

【虎ノ門再開発建物】

※ＵＲ都市機構作成（イメージパースについては、計画段階の
ものであり、変更が生じる可能性がある。）

【虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業】

〔敷地面積〕

約22,500㎡

〔延床面積〕

約266,200㎡

〔建築物の階数・高さ〕

業務棟：約180ｍ 地上38階 地下2階

病院棟：約 99ｍ 地上19階 地下3階

〔業務棟竣工予定〕

令和７年２月

〔国が取得する権利床〕

業務棟のうち、９Ｆ～15Ｆ（約23,200㎡）

権利床の活用事例
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Ｒ７（2025）年２月頃竣工予定
虎ノ門再開発建物

権利床

人事院

中央合同庁舎
５号館別館

○国土交通省
（３号館等の狭あい解消）

○消費者庁
（４号館内の狭あい解消）

○法人番号管理室
〔国税庁〕（湯島）

○個人情報保護委員会
〔内閣官房〕（借受解消）

○食品安全委員会
〔内閣府〕 （借受解消）

○海難審判所
〔国交省〕（借受解消）

○社会保険審査会
〔厚労省〕（借受解消）

○公益認定等委員会
〔内閣府〕（借受解消）

○全省庁共用会議室
（拡充）

※環境省はＲ８（2026）年度頃に旧日本郵政本社ビルに移転
（H29財政制度等審議会諮問）

○厚生労働省
（５号館内の狭あい解消）

○農林水産省
（１号館の狭あい解消）

※公正取引委員会移転跡は東京地方検察庁がＲ８（2026）年度以降に入居
（H29(2017)財政制度等審議会諮問）

Ｒ７年度
以降移転

Ｒ７年度
以降移転

Ｒ８年度
以降移転

Ｒ９年度
以降移転

Ｒ７年度
以降移転

Ｒ８年度
以降移転

Ｒ９(2027)
年度

以降移転

○ 文化庁（中央合同庁舎７号館）が京都市へ
移転することに伴って生じる空きスペースは、
Ｒ５（2023）年度頃に中央合同庁舎４号館の全省庁
共用会議室の一部を移転し拡充。

中央合同庁舎
６号館

公正取引委員会

中央合同庁舎
５号館

環境省

中央合同庁舎
４号館

公害等調整委員会
〔総務省〕

政策研究所〔農水省〕
運輸審議会〔国交省〕

虎ノ門再開発建物（権利床）を活用した中央省庁の事務室等の狭あい解消

財政制度等審議会
第52回国有財産分科会
（R3.12.8開催）諮問
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国有財産の有効活用について

29



国有財産の使用許可

○ 国有財産法において、国の庁舎等の行政財産は、国有財産の効率的利用等の観点から、行

政財産の用途又は目的を妨げない場合には、管理する官庁の許可によって認めることができ

るものとされています。

国有財産法（昭和23年法律第73号）（抄）

（処分等の制限）
第18条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を

設定することができない。
６ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。

✓自動販売機 ✓電柱敷地 ✓食堂 ✓売店

これまでの主な使用許可例

件数：約15,000件 金額：約50億円/年

使用許可等の実績（令和３（2021）年度末）

（注）一般会計に所属する財産について、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和32年法律第115号）第３条に
基づき、各省各庁の長が作成する「庁舎等使用現況及び見込報告書」により作成。
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広島合同庁舎

写真提供元：中国財務局

国有財産の有効活用に係る新たな取組み①

キッチンカー販売

岐阜合同庁舎

写真提供元：東海財務局

写真提供元：近畿財務局

ＢＯＸ型サテライトオフィス

枚方合同宿舎（大阪府）

写真提供元：九州財務局

熊本地方合同庁舎

港南台住宅（神奈川県）

写真提供元：関東財務局

写真提供元：タイムズ２４株式会社

福岡合同庁舎

取組み例

５Ｇ基地局

電気自動車用充電器 シェアサイクルカーシェアリング
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○ 筑波研究学園都市に所在する研究交流センター（文部科学省）について、会議室等の利用

率が低調となっていたことから、会議室等をスタートアップ企業向けオフィスとして公募し、

３者のスタートアップ事業者が入居しました。

写真提供元：文部科学省

【研究交流センター外観】 【スタートアップ事業者入居後】【スタートアップ事業者入居前】

国有財産の有効活用に係る新たな取組み②
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・用 途 駐車場

・所 在 地 島根県松江市

・面 積 636.62㎡

・相 手 方 島根県

・貸付日数 366日間

・貸 付 料 176万円

※ 貸付中

・用 途 工事関係

・所 在 地 岡山県岡山市

・面 積 801.07㎡

・相 手 方 民間事業者

・貸付日数 212日間

・貸 付 料 26万円

※ 貸付終了後に売払い済

・用 途 ヘリポート

・所 在 地 沖縄県石垣市

・面 積 2,176.36㎡

・相 手 方 沖縄県

・貸付日数 1,095日間

・貸 付 料 574万円

※ 貸付中

・用 途 駐輪場

・所 在 地 札幌市中央区

・面 積 1,332.79㎡

・相 手 方 札幌市

・貸付日数 731日間

・貸 付 料 9,689万円

※ 貸付中（留保財産）

契約件数 契約金額

約200件 約４億円

具体的な事例

主な用途

・工事関係（資材置場、仮設事務所等）

・駐車場（駐輪場含む）

・イベント関係（モデルルーム、海水浴場等）

・公的利用（仮校舎、ヘリポート等）

令和３（2021）年度実績

未利用財産の暫定貸付の実績等
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○ 未利用財産の管理コスト削減や有効活用の観点から、財産の売却等を行うまでの間、暫定的な

貸付けを行っています。

普通財産



・ 用 途 児童の遊び場及び緊急避難

場所

・ 所 在 地 愛知県瀬戸市

・ 面 積 197.65㎡

・ 相 手 方 瀬戸市

契約件数 契約数量

約530件 約2,600万㎡

・ 史跡保存用地

・ オープンスペース（多目的広場、児童の遊び場、緊急時の
避難場所等）

・ 財産の維持管理

未利用財産の管理委託の実績等

・ 用 途 史跡保存用地

・ 所 在 地 岡山県総社市

・ 面 積 389.00㎡

・ 相 手 方 総社市

・ 目 的 契約締結までの維持管理

・ 所 在 地 東京都目黒区

・ 面 積 2,950.02㎡

・ 相 手 方 社会福祉法人

※ 留保財産を契約予定相手方に管理委託
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具体的な事例

主な用途等 令和３（2021）年度末時点ストック

未利用財産の管理委託の実績等

○ 暫定貸付によることができない場合でも、未利用財産の管理コスト削減の観点から財産の管理

を委託しています。

普通財産


